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　厚生労働省（厚労省）の「令和４年版労働経済白書」によると、一
般経済は全体として改善傾向を見せつつ、「業況判断は業種によっ
て異なる」「倒産件数は抑えられているものの、休廃業・解散は高
水準」「雇用失業情勢も地域・産業によって異なる」「宿泊業・飲食
サービス業などでは求人の回復が弱い」「感染症の影響が長引く
中、長期失業者が増加している」などとしており、企業にしても、労
働者にしても、厳しい状況が続いているのが現状です。

　政府は１月末、新型コロナウイルス感染症について、特段の事
情が生じない限り、５月８日より「感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律」（感染症法）の第５類感染症に位
置づける方針を明らかにしました。したがって、患者への対応や
医療提供体制なども他の第５類感染症（インフルエンザ等）と同
様になる見込みですが、他方でこの３年余りの間に落ち込んだ
経済を立て直すことは容易でありません。

労働行政の体制が

総合経済対策」を閣議決定するととともに、補正予算を成立させ
ながらコロナ後における経済重視の姿勢を鮮明にしました。とりわ
け、当該経済対策の中で「賃上げ」や「人への投資・雇用流動化」な
どが強調されていますが、これらはいずれも労働行政が担う政策
課題です。実際、厚労省は同一労働同一賃金の徹底や賃上げ要請
などを掲げるとともに、賃金上昇を伴う労働移動の支援として各
種助成金の拡充を行っています。その上で、これらの実務を担うの
は労働局や労働基準監督署、公共職業安定所（ハローワーク）であ
り、その体制強化が急務です（裏面参照）。
　他方、労働法制や雇用施策をめぐっても様々な動きがあり、政
府・厚労省は裁量労働制を始めとする労働時間制度の見直しや解
雇の金銭解消制度の導入などを議論しています。しかし、これらの
中には財界の意向を反映したものも多く、労働者・国民の権利保
障への影響を注視する必要があります。

　厚労省はこうした中、これまでの感染症対応施策の見直しを
始めました。すなわち、企業における雇用維持の中心となってい
た雇用調整助成金について、１月以降、通常の助成率に戻すとと
もに、緊急的な対応であった新型コロナウイルス感染症対応休
業支援金・給付金については３月末をもって終了することになり
ました。あわせて、感染拡大時における子どもの休みに対応した
小学校休業等対応助成金・支援金も３月末で終了し、４月以降は
両立支援等助成金の一コースに再編されます。しかしながら、厳
しさの続く経済情勢に鑑みるなら、今後も雇用調整助成金等の
利用が見込まれ、この間顕在化した不正受給事案への対応も続
いています。また、新型コロナウイルス感染症罹患にかかる労災
給付も高水準で続いており、アフターコロナにおいても、労働行
政では企業と労働者への対応が継続されます。
　一方、政府は昨年10月、「物価高克服・経済再生実現のための
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全労働は「現下の雇用失業情勢をふまえた労働行政体制の整備をめざす請願署名」（国
会請願署名）にとりくんでいます。請願の趣旨に賛同いただき、署名に協力いただき
ますようお願い申し上げます。

国会請願署名にご協力をお願いします。 全労働省労働組合
(全労働)
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地方労働行政職員数の変化

（2023年２月）

主要先進国の職業紹介機関の体制（厚生労働省作成／2018年10月）

※各国の職員数には非常勤職員等は含まれていない。なお、日本の職員数は非常勤職員等を含めると約26,400人。
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　政府・内閣人事局は2019年6月28日、「令和２年度から令和６
年度までの定員合理化目標数について」を各府省に通知しまし
た。その内容は５年間の合理化目標数を示すものであり、政府全
体で30,927人・10.4％もの人員削減（厚労省は3,394人）です。
　そして、こうした削減目標を前提にしながら、国家公務員の定
員は政府・内閣人事局の査定によって決まります。実際、新型コ
ロナウイルス感染症対策などの影響もあり、府省全体や厚労省
はもとより、地方労働行政でもここ２年（22年度、23年度）、増員
査定がなされています。これは労働施策とその実施体制の充実
を求める労働者・国民の声が反映したものであり、とりわけ３回
連続で国会採択（衆参両院）された国会請願署名も大きく影響し
たと言えます。
　しかしながら、これまで25年間にも及ぶ定員削減により、第一
線の労働行政（労働局、監督署、安定所）では体制が脆弱化し、職
員は疲弊しています。実際、長時間過密労働が常態化し、メンタ
ル疾患や途中離職の増加にもつながっています。政府の重要施
策や増大する行政需要に対応するには、労働行政の抜本的な体
制整備が欠かせません。

重要な業務に見合う体制整備が急務

の充実が欠かせません。あわせて、雇用調整助成金などの各種助
成金や雇用保険（失業給付）の的確・迅速処理が求められます。
　パワハラ・セクハラ防止や同一労働同一賃金、両立支援などに
向けた各種助成金に対応する雇用環境・均等部（室）も脆弱な行
政体制を強いられており、過重労働が深刻化しています。
　さらに、労働行政では、非常勤職員が大変重要な業務を担って
います。しかしながら、定員数が毎年の予算に左右されるため、き
わめて不安定な雇用形態です。しかも、民間労働者では有期契約
が５年を越えると無期転換される制度（労働契約法）があるもの
の、公務では適用されていません。
　今、求められることは、労働行政の体制を整備し、働く者の諸権
利を確立することです。

　新たな経済対策や感染症対応のために労働行政の体制整備
が必要なことは表面で述べたとおりですが、求職者に適合した雇
用の実現や労働者の労働条件・安全衛生の確保、セクハラ・パワ
ハラ等への相談対応、離職者への雇用保険給付や被災者に対す
る労災補償給付を行うための体制が整っていません。
　労働基準行政では、①法令違反の是正指導等を担う監督部
署、②公正・迅速な労災補償等を担う労災部署、③労働者の安
全と健康確保等を担う安全衛生部署があり、それぞれの部署の
体制拡充が求められます。
　公共職業安定所（ハローワーク）では、感染症の影響で雇用情
勢の悪化が続く中、雇用の「量」と「質」を確保することが喫緊の
課題となっており、職業相談・紹介、雇用指導・求人など各部門

労働者の権利保障にためには体制拡充を
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